
   
関西電力からの報告の概要 

（１７日１３時００分までに受けたもの） 

 
○３台ある蒸気発生器（以下「ＳＧ」という。）の伝熱管全数(※１)について、健
全性を確認するためＥＣＴ(※２)を実施（ＳＧに係る定期事業者検査期間は令和
元年１０月２日から１０月１７日。）。 
 
○その結果、Ａ-ＳＧの伝熱管１本、Ｂ-ＳＧの伝熱管１本及びＣ-ＳＧの伝熱管３
本について、管支持板 (※３)部付近で、外面からの減肉とみられる有意な信号指
示が認められたことから、１０時５０分、実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則第１３４条第３号に定める、安全上重要な機器等又は常設重大事故等対

処設備に属する機器等の点検を行った場合において当該機器等が実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第１８条及び第５６条に定める基準

(※４)に適合していないと認められたときに該当すると判断。 
 
○今後、有意な信号指示があった伝熱管の外観調査等を実施する。 
 
○本事象による環境への影響はない。 
 
 
※１：過去に施栓した伝熱管を除きＡ-ＳＧで３,２４５本、Ｂ-ＳＧで３，２４８
本、Ｃ-ＳＧで３，２５９本、合計９，７５２本。 
 
※２：高周波電流を流したコイルを伝熱管に挿入することで伝熱管に渦電流を発

生させ、伝熱管の欠陥により生じる渦電流の変化を電気信号として取り出すこと

で欠陥を検出する試験（ＥＣＴ：Eddy Current Test）。全周に対して渦電流の発
生と検出を別々のコイルを用いた２４組のコイルで伝熱管の欠陥による渦電流の

変化を信号として検出する。 
 
※３：伝熱管を支持する部品。 
 
※４：使用中の亀裂等による破壊の防止に係る基準。第１８条は安全上重要な機

器等、第５６条は常設重大事故等対処設備を対象。 
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